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は
じ
め
に

副
題
は
、「『『
太
平
記
秘
伝
理
尽
鈔
』
研
究
』
補
遺
稿
」（
愛
知
教
育

大
学
大
学
院
国
語
研
究
24
、
二
〇
一
六
・
三
）、「
佐
賀
の
楠
流
―
堀
江

甚
三
郎
重
治
と
南
木
流
兵
書
―
」（
日
本
文
化
論
叢
24
、二
〇
一
六
・
三
）

に
続
く
補
遺
稿
の
意
で
あ
る
。

前
稿
「
佐
賀
の
楠
流
」
第
三
節
「
堀
江
甚
三
郎
の
兵
法
伝
授
」《
鍋

島
直
朝
》
の
項
に

鹿
島
藩
主
鍋
島
家
初
代
（
三
代
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
〔
日
本
人

名
大
辞
典
〕）、
在
位1642-1672

。
伝
授
の
具
体
的
図
書
は
確
認

で
き
な
い
が
、

と
記
し
た
。
そ
の
後
、
有
馬
成
甫
・
島
田
貞
一
「
九
州
方
面
軍
事
史
資

料
探
訪
記
」（
軍
事
史
研
究
第
2
巻
、
一
九
三
七
）、
祐
徳
文
庫
の
箇
所

に
下
記
の
記
述
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
た
だ
し
、
実
見
し
て
い
な
い
。

又
万
治
二
年
卯
月
四
日
堀
江
甚
三
郎
か
ら
鍋
島
和
泉
守
へ
相
伝
の

武
者
押
、
斥
候
之
巻
、
旗
旌
之
巻
、
日
取
用
捨
巻
、
船
軍
巻
、
城

攻
秘
伝
抄
、
理
数
論
、
足
軽
備
之
巻
、
小
屋
取
秘
伝
抄
（
以
上
は

楠
流
と
推
定
）
合
計
九
折
等
は
注
意
す
べ
き
兵
書
と
思
は
れ
た
。

　
　
　

＊

以
上
は
前
稿
の
補
遺
で
あ
る
。

本
稿
で
対
象
と
す
る
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
に
つ
い
て
、
ま
と
ま
っ

た
言
及
は
、
菊
池
真
一
「『
中
古
日
本
治
乱
記
』
所
載
歌
一
覧
及
び
各

句
索
引
」（
近
世
初
期
文
芸
8
、
一
九
九
一
・
一
二
）
の
次
の
記
述
の
み

で
あ
る
。

『
中
古
日
本
治
乱
記
』
は
、
豊
臣
秀
吉
の
祐
筆
・
山
中
山
城
守
長

俊
の
手
に
な
る
一
大
歴
史
書
で
あ
る
。
慶
長
七
年
の
自
序
に
よ
れ

ば
、
秀
吉
の
命
に
よ
り
、『
太
平
記
』
の
後
を
承
け
る
形
で
、
貞

治
元
年
か
ら
慶
長
二
年
ま
で
の
二
百
数
十
年
に
わ
た
る
記
述
を
終

　
　
『
理
尽
鈔
』
と
『
中
古
日
本
治
乱
記
』『
後
太
平
記
』

　
　
　
　

―
『『
太
平
記
秘
伝
理
尽
鈔
』
研
究
』
補
遺
稿
3
―

今　

井　

正
之
助



― 2 ―

え
た
が
、
秀
吉
が
没
し
た
。
そ
の
後
朋
友
太
田
和
泉
守
資
方
の
勧

め
を
容
れ
て
増
補
し
、
慶
長
五
年
の
関
ヶ
原
の
戦
の
終
結
ま
で
を

記
し
た
。
秀
吉
の
死
さ
え
な
け
れ
ば
、
か
く
も
埋
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
、
詳
細
な
室
町
・
安
土
桃
山
時
代

史
で
あ
る
。

　
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
に
は
、八
十
五
巻
本
と
九
十
一
巻
本
（
共

に
写
本
）
が
あ
る
。
太
田
資
方
の
跋
文
に
は
、

（
跋
文
引
用
略
：
今
井
。
山
中
の
死
後
、
太
田
が
本
書
を
相
伝

し
た
旨
を
記
す
。
日
付
は
「
于
時
慶
長
十
年
乙
巳
晩
夏
日
」）

と
あ
る
が
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
山
中
長
俊
は
慶

長
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
没
で
あ
り
、
跋
文
の
記
述
と
一
致
し

な
い
。
子
孫
に
つ
い
て
も
両
者
矛
盾
が
見
ら
れ
る
。
後
考
に
委
ね

る
。

古
典
遺
産
の
会
編
『
戦
国
軍
記
事
典　

天
下
統
一
篇
』

（
二
〇
一
一
・
一
二
、和
泉
書
院
）
は
書
名
を
二
箇
所
に
載
せ
て
い
る
が
、

立
項
が
望
ま
し
か
っ
た
。
膨
大
な
記
事
量
を
持
つ
本
書
を
ど
の
よ
う
に

扱
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
特
質
を
き
ち
ん
と
分
析
し
て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う
。

拙
著
六
四
四
頁
注
（
6
）
に
、『
後
太
平
記
』
が
細
川
頼
之
関
係
の

記
述
に
『
理
尽
鈔
』
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。『
中
古
日
本

治
乱
記
』
巻
一
〜
三
に
も
『
理
尽
鈔
』
と
共
通
す
る
記
事
が
あ
る
。『
中

古
日
本
治
乱
記
』
が
そ
の
序
・
跋
に
い
う
よ
う
に
慶
長
初
め
の
成
立
と

す
れ
ば
、『
理
尽
鈔
』（
最
終
的
成
立
は
慶
長
の
後
年
か
ら
元
和
に
も
か

か
ろ
う
か
と
い
う
時
期
。
拙
著
七
頁
）
に
先
立
ち
、『
理
尽
鈔
』
生
成

過
程
を
左
右
す
る
重
要
資
料
と
な
る
。
本
稿
の
主
た
る
課
題
は
こ
の
点

の
検
討
に
あ
る
。

西
丸
佳
子
「『
後
太
平
記
』
の
研
究
―
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
と
の

比
較
を
中
心
に
―
」（
甲
南
国
文
44
、
一
九
九
七
・
三
）
は
、
標
題
の
二

書
の
調
査
を
行
い
、「『
後
太
平
記
』
の
全
三
〇
八
話
の
う
ち
二
二
〇
話

が
、『
中
古
日
本
治
乱
記
』
と
同
じ
話
」
で
あ
り
、「
本
文
の
類
似
状
態

か
ら
『
後
太
平
記
』
が
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
を
利
用
し
て
書
い
た
可

能
性
は
大
で
あ
る
」
と
い
う
。
西
丸
論
は
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
の
序
・

跋
年
を
そ
の
ま
ま
、
論
の
前
提
と
し
て
い
る
。

『
後
太
平
記
』
の
刊
年
は
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
で
あ
る
が
、
跋

文
に
よ
れ
ば
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
形
を
整
え
て
い
た
と
い
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
の
序
・
跋
年
よ
り
降
る
。
し
か

し
、『
中
古
日
本
治
乱
記
』
の
序
・
跋
年
の
信
憑
性
が
揺
ら
げ
ば
、
両

書
の
先
後
関
係
は
覆
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
　

一
、
伝
本
覚
書

国
文
学
研
究
資
料
館
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
古

典
籍
Ｄ
Ｂ
）
か
ら
完
本
と
覚
し
き
も
の
を
拾
え
ば
、
お
よ
そ
下
記
の
よ

う
に
分
け
ら
れ
る
。
な
お
、
同
館
「
日
本
古
典
資
料
調
査
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」（
調
査
Ｄ
Ｂ
）
の
調
査
カ
ー
ド
も
参
看
し
た
。
○
印
は
稿
者
披
見
。

〈
八
五
巻
系
統
〉
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○
国
立
国
会
図
書
館（
八
五
巻
四
二
冊
。
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
に
は「
八
三

巻
」と
あ
る
が
完
本
。
総
合
目
録
は
な
し
。
外
題「
日
本
治
乱
記
」）、

○
京
都
大
学
（
八
五
巻
八
五
冊
）、
宮
城
県
図
書
館
（
八
五
巻

八
六
冊
。
調
査
Ｄ
Ｂ
に
よ
る
）

※
尊
経
閣
文
庫
（
八
五
巻
目
録
共
八
六
冊
）
は
虫
損
の
た
め

閲
覧
不
能
。
東
洋
文
庫（
八
五
巻
九
二
冊
）、同
志
社
大
学
小
室
・

沢
辺
紀
念
文
庫
（
八
五
冊
）、
秋
田
県
立
図
書
館
（
八
五
冊
）

は
完
本
と
思
わ
れ
る
が
、
未
確
認
。
国
会
図
書
館
（
六
五
冊
）

は
巻
六
五
ま
で
存
。「
内
閣
（
巻
六
八
―
八
五
、七
冊
）」
は
表

記
の
巻
存
。

〈
九
一
巻
系
統
〉
※
九
一
巻
九
二
冊
と
あ
る
も
の
は
、
目
録
一
冊
。

○
国
立
国
会
図
書
館
（
九
一
巻
九
二
冊
。
目
録
Ｄ
Ｂ
に
な
い
が
同

館N
D
L-O
PA
C

に
収
録
）、○
国
立
公
文
書
館（
九
一
巻
九
二
冊
。

内
閣
文
庫
）、
○
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
（
九
一
巻
九
二
冊
）。

○
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
（
九
一
巻
九
二
冊
）。
臼
杵
市
立
臼
杵
図

書
館
（
九
一
巻
五
〇
冊
。
調
査
Ｄ
Ｂ
に
よ
る
）

八
五
巻
本
は
国
会
図
書
館
本
、
九
一
巻
本
は
蓬
左
文
庫
本
に
よ
り
、

両
系
の
相
違
を
概
観
し
て
お
く
。ま
ず
八
五
巻
本
の
構
成
を
略
記
す
る
。

慶
長
七
年
山
中
長
俊
序

巻
一
〜
巻
五
八
：
九
一
巻
本
に
同
じ
。

巻
五
九

九
一
巻
本
の
〈
巻
五
九
末
3
章
段
・
巻
六
〇
始
3
章
段
（
丹
波
関

係
記
事
）・
巻
六
一
全
巻
（
丹
波
関
係
記
事
含
む
）〉
を
除
く
部
分
。

巻
六
〇
（
九
一
巻
本
の
巻
六
二
）
〜
巻
七
〇
（
同
巻
七
二
）

（
九
一
巻
本
の
巻
七
三
相
当
無
し
：
奥
羽
関
係
記
事
）

巻
七
一
（
九
一
巻
本
の
巻
七
四
）

（
九
一
巻
本
の
巻
七
五
・
七
六
・
七
七
相
当
無
し
：
奥
羽
関
係
記
事
）

巻
七
二
（
九
一
巻
本
の
巻
七
八
）
〜
巻
八
五
（
九
一
巻
本
の
巻
九
一
）

慶
長
一
〇
年
太
田
資
方
跋

寛
永
二
〇
年
江
北
狂
風
子
再
跋
（
※
蓬
左
本
「
寛
永
二
年
癸
未
」。

　
　

癸
未
は
二
〇
年
。
八
五
巻
本
系
も
含
め
、
他
本
「
二
〇
年
」）

八
五
巻
本
は
、
九
一
巻
本
の
序
文
中
の
「
…
既
ニ
之
ヲ
草
ス
。
都
テ

記
ス
ル
所
八
十
四
巻
。
貞
治
元
年
壬
寅
ヨ
リ
慶
長
二
年
丁
酉
ニ
至
リ

二
百
三
十
六
年
」
の
傍
線
部
を
「
七
十
二
巻
」
と
し
、
同
じ
く
「
重
ネ

テ
当
時
ノ
逆
乱
ヲ
増
補
シ
、
今
年
辛
丑
、
草
書
成
ル
。
時
ニ
慶
長
之
六

年
也
。
全
部
九
十
一
巻
」
を
「
八
十
五
巻
」
と
す
る
。
全
巻
の
精
査
は

し
て
い
な
い
が
、
八
五
巻
本
と
九
一
巻
本
と
の
主
な
相
違
は
一
部
の
巻

の
有
無
に
よ
り
、
共
通
部
分
は
章
段
の
順
序
、
詞
章
な
ど
大
差
な
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
巻
四
〇
「
徳
川
元
康
公
御
賢
息
三
郎
信
康
卿
御
誕
生
事
」（
八
五

巻
本
傍
線
部｢

之
子
息
」）、
巻
六
三
「
家
康
卿
御
勢
破
遠
州
橘
谷
砦
付

同
所
高
天
神
城
并
駿
州
藤
枝
軍
事
」（
八
五
巻
本
巻
六
一
「
橘
谷
破
砦

付
高
天
神
落
城
并
藤
枝
事
」）な
ど
、九
一
巻
本
の
章
段
名
が
よ
り
丁
寧
。

（
2
）
右
と
も
関
連
す
る
が
、
巻
六
「
伊
達
大
膳
大
夫
持
宗
奥
州
赤
館

籠
城
事
付
先
祖
代
々
由
緒
働
事
」（
八
五
巻
本
「
奥
州
赤
館
合
戦
事
」）、

巻
七
「
伊
達
成
重
籠
大
仏
城
責
付
大
仏
落
城
并
伊
達
尚
宗
稙
宗
晴
宗
三
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1
．
典
拠
の
特
性

周
知
の
よ
う
に
、
北
朝
の
後
光
厳
帝
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
転
す
る

政
治
状
況
の
中
で
、
異
例
の
形
で
践
祚
し
た
。

後
述
の
検
討
に
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
、
足
利
尊
氏
、
義
詮
の
動
向

を
中
心
に
、
こ
の
間
の
経
緯
を
注
記
し
て
お
く
。

〈
観
応
二
年
、
南
朝
：
正
平
六
年
。
一
三
五
一
〉
尊
氏
は
、
京
都
か
ら

逐
電
し
た
直
義
追
討
の
た
め
、
一
〇
月
二
四
日
に
南
朝
に
降
り
、
直
義

追
討
宣
旨
を
得
て
一
一
月
四
日
に
京
を
発
っ
た
。
同
七
日
に
は
北
朝
の

天
皇
お
よ
び
皇
太
弟
直
仁
親
王
が
廃
さ
れ
、「
正
平
の
一
統
」
が
な
る
。

二
三
日
に
は
北
朝
伝
来
の
三
種
の
神
器
が
南
朝
に
回
収
さ
れ
る
。

〈
観
応
三
年
、
正
平
七
年
。
一
三
五
二
〉
尊
氏
は
直
義
を
倒
し
、
一
月

五
日
に
鎌
倉
に
入
っ
た
後
も
、
関
東
の
新
田
勢
と
戦
い
を
続
け
る
。
京

都
で
は
、
閏
二
月
二
〇
日
、
南
朝
勢
の
急
襲
を
受
け
、
義
詮
は
近
江
に

逃
れ
る
が
、
二
一
日
、
光
厳
・
光
明
・
崇
光
三
上
皇
と
直
仁
は
南
朝
方

の
八
幡
に
移
さ
れ
る
。
三
月
一
五
日
、
義
詮
は
京
都
を
回
復
し
、
五
月

一
一
日
に
は
南
朝
勢
の
拠
点
八
幡
を
落
と
し
た
が
、
光
厳
院
ら
は
賀
名

生
に
連
れ
去
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
先
主
崇
光
院
も
三
種
の
神
器
も
不
在

の
状
況
で
、
八
月
一
七
日
に
後
光
厳
が
践
祚
し
、
九
月
二
七
日
に
文
和

と
改
元
す
る
。

〈
文
和
二
年
、
正
平
八
年
。
一
三
五
三
〉
六
月
に
山
名
お
よ
び
南
朝
勢

の
京
都
襲
撃
に
、
義
詮
は
後
光
厳
帝
を
奉
じ
、
美
濃
垂
井
に
赴
く
。
七

月
に
は
山
名
ら
は
勢
い
を
失
い
、
義
詮
は
二
六
日
に
上
洛
。
尊
氏
は

代
事
」（
八
五
巻
本
傍
線
部
な
し
）
な
ど
の
異
同
は
、
八
五
巻
系
に
無

い
巻
が
「
奥
羽
関
係
記
事
」
を
宗
と
し
て
い
る
事
と
つ
な
が
る
。
そ
の

八
五
巻
系
に
無
い
、
九
一
巻
系
巻
七
七
の
「
正
宗
正
月
十
四
日
嘉
例
付

依
秀
吉
之
召
正
宗
赴
相
州
小
田
原
事
」
は
、
両
系
と
も
に
存
す
る
巻

七
九
（
八
五
巻
系
巻
七
三
）「
伊
達
正
宗
来
小
田
原
陣
付
秀
吉
陣
中
雑

説
事
」
と
関
連
す
る
。
巻
七
七
の
記
事
は
、正
宗
が
苦
心
の
甲
斐
な
く
、

小
田
原
に
遅
参
し
て
し
ま
っ
た
事
情
を
、
正
宗
側
に
立
っ
て
明
か
し
、

巻
七
九
の
記
述
を
補
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
り
、
九
一
巻
本
が
後
出
、
と
い
う
印
象
を
も
つ
が
、
同
一

の
編
者
に
よ
る
所
為
か
ど
う
か
も
含
め
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。

小
稿
で
扱
う
範
囲
は
い
ず
れ
を
用
い
て
も
支
障
な
く
、
以
下
、
九
一

巻
本
（
蓬
左
文
庫
）
に
よ
り
、
論
を
進
め
る
。

　
　

二
、
後
光
厳
践
祚
秘
説

『
中
古
日
本
治
乱
記
』
巻
一
に
、
後
光
厳
践
祚
の
際
の
二
条
良
基
の

大
胆
な
発
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
将
軍
義
詮
薨
御
事
」
の
中
、
義
詮

の
病
悩
、
細
川
頼
之
の
執
事
就
任
、
義
満
の
正
五
位
左
馬
頭
叙
任
、「
同

（
貞
治
六
年
一
二
月
）
七
日
」
の
義
詮
死
去
に
続
く
部
分
で
あ
る
（
小

稿
第
三
節
〈
対
照
表
1
〉
の
④
と
⑥
Ｂ
と
の
間
。
本
文
は
後
掲
）。
こ

の
記
事
は
『
理
尽
鈔
』『
後
太
平
記
』
に
は
無
い
が
、『
中
古
日
本
治
乱

記
』
の
成
立
時
期
の
有
力
な
手
掛
か
り
と
な
る
。
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二
九
日
に
鎌
倉
を
発
ち
、九
月
三
日
に
垂
井
行
宮
で
後
光
厳
帝
に
謁
し
、

二
一
日
に
帝
を
奉
じ
て
入
京
す
る
。
し
た
が
っ
て
、後
光
厳
践
祚
の
際
、

尊
氏
は
京
都
に
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

二
条
良
基
の
記
事
に
関
連
し
て
は
、
橋
本
政
宣
『
近
世
公
家
社
会
の

研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
）
第
五
部
第
二
章
、
小
川
剛
生
『
二

条
良
基
研
究
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
）
第
二
篇
第
一
章
が
参
考
と

な
る
。『
続
本
朝
通
鑑
』（
本
朝
通
鑑
続
編
）
に
良
基
の
発
言
が
載
り
、

そ
の
記
事
は
『
二
条
殿
秘
説
附
卜
部
秘
説
』（
以
下
『
二
条
殿
秘
説
』）

の
な
か
の
「
二
条
殿
由
来
」
に
拠
り
（
小
川
著
一
九
二
、一
九
五
頁
）、

林
家
旧
蔵
の
『
二
条
殿
秘
説
』
が
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
蔵
さ
れ
て

い
る
（
橋
本
著
六
六
七
、七
四
一
頁
。
小
川
著
一
七
〇
頁
）。

史
料
編
纂
所
の
「
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
れ
ば
、『
二

条
殿
秘
説
』
の
奥
書
は
「
寛
永
廿
年
十
月
十
三
日
二
条
康
道
公
よ
り
吉

良
上
野
介
へ
被
遣
板
倉
周
防
守
所
ニ
而
酒
讃
州
松
豆
州
披
見
之
時
直
以

正
本
写
之
了　

春
斎
」
と
あ
り
、
小
川
著
一
七
〇
頁
は
「
後
浄
明
珠
院

摂
政
二
条
康
道
（
一
六
〇
七

－
一
六
六
六
）
が
吉
良
義
弥
に
遣
わ
し
た

「
正
本
」
を
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
十
月
十
三
日
、
林
鵞
峰
（
春

斎
）
が
写
し
た
」
と
記
す
。

史
料
編
纂
所
・
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
寛
永
二
〇
年
九

月
八
日
の
綱
文
に
「
己
亥
、
家
光
、
老
中
酒
井
忠
勝
・
松
平
信
綱
を
京

師
に
遣
し
、
林
信
勝
父
子
を
し
て
随
行
し
、
即
位
の
儀
を
書
し
、
献
せ

し
む
」
と
あ
る
。
信
勝
父
子
は
道
春
（
羅
山
）・
春
斎
父
子
。『
二
条
殿

秘
説
』
は
、
後
光
明
帝
即
位
の
際
、
二
条
康
道
が
高
家
吉
良
義
弥
（
五

月
一
一
日
に
京
都
に
発
っ
て
い
た
）
に
渡
し
、
そ
れ
を
京
都
所
司
代
板

倉
重
宗
の
屋
敷
で
酒
井
忠
勝
、
松
平
信
綱
が
披
見
し
た
時
、
同
席
し
た

春
斎
が
写
し
た
。
書
写
の
事
情
は
以
上
で
あ
る
が
、「
十
月
十
三
日
」

は
厳
密
に
は
吉
良
義
弥
の
も
と
に
「
正
本
」
が
届
け
ら
れ
た
日
付
で
は

な
か
ろ
う
か
。

「
正
本
」
が
届
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、『
二
条
殿
秘
説
』
は
文
字

通
り
の
門
外
不
出
の
秘
書
で
は
な
い
。
ま
た
、「
二
条
家
が
多
く
の
文

書
記
録
を
有
し
、
秘
書
の
類
も
多
い
こ
と
、（
中
略
）
二
条
良
基
が
後

光
厳
天
皇
の
即
位
の
と
き
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
義
満
が
良

基
と
よ
く
政
務
の
審
問
に
与
り
、
諸
家
の
記
録
も
み
な
二
条
家
に
集

ま
っ
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
」（
橋
本
著
六
六
七
頁
）
と
い
う

巻
初
の
内
容
か
ら
、
本
書
は
外
部
の
眼
を
意
識
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ

る
。
こ
と
に
、「
徳
川
家
康
の
偏
諱
を
う
け
康
道
と
称
し
た
」（
橋
本
著

六
六
六
頁
）
二
条
康
道
に
と
っ
て
、
天
皇
即
位
に
際
し
て
幕
府
首
脳
が

上
洛
し
た
こ
と
は
二
条
家
宣
揚
の
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
状
況
下
で
な
け
れ
ば
、
本
書
が

二
条
家
の
外
に
簡
単
に
披
露
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

普ア
マ
ネク

天
下
ニ
課ヲ

ヽ

セ
テ
諸
家
ノ
伝
記
ヲ
聚
メ
、
兼
ネ
テ
又
諸
国
郡
県

ニ
於
テ
一
時
一
戦
ノ
小
事
ト
雖
モ
、
其
領
主
ニ
命
ジ
テ
之
ヲ
其
所

ニ
質タ
ヾ

シ
、
伝
記
ニ
勘
合
シ
テ
虚
実
ヲ
弁
明
シ
、
謬ア
ヤ
マレ
ル
ヲ
刊ケ
ヅ

リ
闕

ケ
タ
ル
ヲ
補
イ
、
全
部
ヲ
集
メ
記
ス
。

と
い
う
の
が『
中
古
日
本
治
乱
記
』序
の
語
る
生
成
過
程
で
あ
る
が
、『
太

平
記
』
の
後
の
「
中
古
之
治
乱
」
編
纂
を
目
ざ
す
の
で
あ
る
か
ら
「
諸
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家
ノ
伝
記
」
と
は
武
家
の
軍
功
書
の
類
を
さ
し
、
後
光
厳
践
祚
（『
太

平
記
』
巻
三
二
）
の
際
の
秘
説
な
ど
は
蒐
集
対
象
外
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
二
条
家
の
側
に
披
露
の
意
志
が
無
け
れ
ば
、
本
書
の
存
在
が
外
に
知

れ
る
は
ず
も
な
く
、
二
条
家
が
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
編
纂
資
料
と
し

て
進
ん
で
提
供
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
ま
っ
た
く
考
え
が
た
い
。

し
た
が
っ
て
、『
中
古
日
本
治
乱
記
』
の
成
立
は
、
寛
永
二
〇
年

一
〇
月
以
前
で
は
あ
り
え
な
い
。「
慶
長
七
年
壬
寅
仲
呂
日
」
山
中
山

城
守
長
俊
序
、「
慶
長
十
年
乙
巳
晩
夏
日
」
太
田
和
泉
守
資
方
跋
、「
寛

永
二
〇
年
癸
未
夾
鐘
日
」（
夾
鐘
は
陰
暦
二
月
）
江
北
狂
風
子
再
跋
の

い
ず
れ
も
仮
託
で
あ
る
。
小
稿
が
当
初
の
課
題
と
し
た
『
理
尽
鈔
』
に

先
立
つ
可
能
性
も
消
え
去
っ
た
と
考
え
る
が
、
な
お
検
討
を
続
け
る
。

　
　
　

2
．『
二
条
殿
秘
説
』『
続
本
朝
通
鑑
』
と
の
対
比

『
中
古
日
本
治
乱
記
』
の
当
該
記
事
と
『
二
条
殿
秘
説
』『
続
本
朝
通

鑑
』
の
そ
れ
と
を
対
比
し
、
依
拠
資
料
の
絞
り
込
み
を
は
か
る
。

◇
『
中
古
日
本
治
乱
記
』（
問
題
と
す
る
箇
所
に
、
私
に
（
1
）
か
ら

（
7
）
の
番
号
を
振
る
。
漢
文
表
記
部
分
は
訓
み
下
し
た
）

（
1
）
其
頃
京
都
ノ
帝
王
ヲ
バ
後
光
厳
院
ト
申
シ
奉
ル
。
諱
ハ
弥

仁
ト
申
ス
。
崇
光
院
同
腹
ノ
御
弟
也
。
崇
光
院
先
年
南
方
ヘ
捕
ハ

レ
玉
ヒ
、
南
帝
モ
八
幡
ヲ
去
テ
吉
野
ヘ
還
幸
有
シ
ニ
依
テ
、（
2
）

義
詮
、
将
軍
ノ
計
ヒ
ニ
テ
、
観
応
三
年
八
月
弥
仁
十
五
歳
ニ
テ

即
位
シ
玉
フ
。（
3
）
三
種
神
器
モ
皆
、
南
帝
ノ
御
方
ヘ
渡
サ
レ

シ
カ
バ
、「
即
位
ノ
儀
如
何
」
ト
諸
卿
傾
ケ
申
ト
雖
モ
、（
4
）
武

家
ヨ
リ
強
テ
申
行
ハ
ン
ト
シ
玉
ヒ
ケ
リ
。
此
時
、
二
条
関
白
良
基

進
出
テ
宣
ヒ
ケ
ル
ハ
、「（
5
）
夫
三
種
ノ
神
器
ト
申
ハ
、
天
照
太

神
天
下
ヲ
治
サ
セ
給
御
心
ヲ
形
ニ
作
テ
、
末
世
帝
王
ノ
御
慎
ト
仕

ル
ナ
レ
バ
、
強
テ
其
神
器
ヲ
以
テ
神
宝
ト
ス
ル
ノ
ミ
ニ
ハ
非
ズ
。

去
バ
当
今
御
治
世
ノ
初
ニ
ハ
、（
6
）
宝
剣
ニ
ハ
将
軍
（
八
五
巻

本
も
含
め
、
他
本
「
尊
氏
」）
ヲ
用
ラ
ル
ベ
シ
。（
7
）
神
璽
ニ
ハ

良
基
ヲ
用
ラ
レ
シ
ニ
何
ノ
痛
コ
ト
ノ
候
ベ
キ
」
ト
申
サ
レ
シ
カ
バ

此
儀
ニ
定
リ
、
頓
テ
践
祚
ア
リ
シ
ト
ゾ
聞
ヘ
シ
。

◇
『
二
条
殿
秘
説
』（
橋
本
著
六
六
七
頁
に
拠
る
）

後
光
厳
院
即
位
ノ
時
、（
3
）
三
種
ノ
神
器
吉
野
ノ
南
朝
ニ
渡
テ

都
ヘ
帰
ラ
ズ
。「
三
器
ナ
ク
シ
テ
新
帝
ノ
即
位
先
例
ナ
ケ
レ
バ
如

何
」、
ト
各
申
ニ
ヨ
リ
テ
、（
4
）
尊
氏
モ
案
ジ
煩
レ
ケ
ル
ト
キ
、

良
基
ノ
曰
ク
、「（
5
）
天
照
大
神
ヲ
以
テ
鏡
ト
シ
奉
リ
、（
6
）

尊
氏
ヲ
以
テ
宝
剣
ト
シ
テ
、
即
位
マ
シ
マ
サ
バ
、
何
ゾ
先
例
ナ
キ

コ
ト
ヲ
憚
ラ
ン
。（
7
）
神
璽
ニ
用
ル
人
ナ
ク
バ
、
不
肖
ナ
リ
ト

モ
良
基
ヲ
用
ヒ
ラ
ル
ベ
シ
」
ト
テ
、
即
位
ノ
議
定
テ
、
後
円
融
・

後
小
松
ノ
伝
位
モ
此
例
ヲ
用
ヒ
ラ
ル
。

◇
『
続
本
朝
通
鑑
』（
巻
第
一
三
八
。
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
収
録
、
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
清
書
本
﹇
請
求
番
号
：
特002

―

0001

﹈
の
訓
点
を
参
照
し
て
訓
み
下
し
た
形
を
示
す
。）



― 7 ―

伝
へ
称
す
、
公
卿
、（
2
）
義
詮
の
推
挙
に
依
て
、
践
祚
の
事
を

議
す
。
然
れ
ど
も
（
3
）
三
種
の
神
器
無
き
を
以
て
の
故
に
、
疑

難
止
ま
ず
。
藤
良
基
の
曰
く
、「（
5
）
遥
に
天
照
大
神
を
拝
し
て
、

以
て
神
鏡
に
擬
へ
、（
6
）
尊
氏
・
義
詮
を
以
て
宝
剣
に
換
ふ
べ
し
。

（
7
）神
璽
の
如
き
は
、則
ち
良
基
不
肖
な
り
と
雖
も
之
に
准
ぜ
ん
。

何
の
疑
の
有
ら
ん
」。
是
に
由
つ
て
議
決
す
。

『
中
古
日
本
治
乱
記
』
は
、
直
前
の
記
事
、
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）

の
南
帝
長
慶
即
位
を
承
け
、「
其
頃
」
の
京
都
の
帝
が
後
光
厳
院
で
あ
っ

た
と
紹
介
し
、
遡
っ
て
、
観
応
三
年
（
一
三
五
二
）
の
後
光
厳
即
位
の

事
情
を
語
る
。（
3
）（
4
）
は
、『
太
平
記
』
巻
三
二
「
三
種
ノ
神
器

ヲ
ハ
シ
マ
サ
デ
、
御
即
位
ノ
事
ハ
如
何
有
ベ
カ
ラ
ン
ト
、
諸
卿
異
儀
多

カ
リ
ケ
レ
共
、
武
家
強
テ
申
沙
汰
シ
ケ
ル
上
ハ
、
…
」
を
ふ
ま
え
た
表

現
。（
5
）
以
下
が
『
二
条
殿
秘
説
』『
続
本
朝
通
鑑
』
と
重
な
る
。

ま
ず
問
題
に
な
る
の
が
、『
二
条
殿
秘
説
』『
続
本
朝
通
鑑
』
が
三
種

の
神
器
の
各
々
に
対
す
る
代
替
措
置
を
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、『
中

古
日
本
治
乱
記
』
は
〈
神
鏡
〉
の
具
体
策
を
示
し
て
い
な
い
、
と
い
う

点
で
あ
る
。
剣
璽
の
み
に
言
及
す
る
の
は
、
皇
位
継
承
に
際
し
て
神
鏡

は
動
座
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
る
（
注
1
）。
し

か
し
、「
帝
王
ノ
御
慎
」
に
理
念
化
し
、「
神
器
ヲ
以
テ
神
宝
ト
ス
ル
ノ

ミ
ニ
ハ
非
ズ
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
、（
6
）
宝
剣
や
（
7
）
神
璽

の
代
替
措
置
も
不
必
要
と
な
ろ
う
。

さ
て
、
三
書
の
関
係
を
見
る
上
で
、
注
意
さ
れ
る
の
が
『
中
古
日
本

治
乱
記
』（
2
）、『
続
本
朝
通
鑑
』（
2
）（
6
）
に
「
義
詮
」
の
名
が

挙
が
る
こ
と
で
あ
る
。
本
節
第
1
項
に
後
光
厳
践
祚
に
い
た
る
経
緯
を

概
観
し
た
が
、『
続
本
朝
通
鑑
』
が
文
和
元
年
（
観
応
三
年
）「
冬
十
月
、

将
軍
源
尊
氏
鎌
倉
ニ
在
リ
、
参
議
中
将
源
義
詮
京
師
ヲ
護
ル
」
と
記
す

よ
う
に
、
後
光
厳
践
祚
の
際
は
、
尊
氏
は
関
東
に
あ
り
、
義
詮
が
京
都

を
守
護
し
て
い
た
。
大
日
本
史
料
第
六
編
之
一
六
が
正
平
七
年
（
観
応

三
年
）
六
月
一
九
日
条
の
見
出
し
を
「
是
ヨ
リ
先
、
義
詮
、
光
厳
上
皇

第
三
皇
子
ヲ
立
テ
ヽ
政
ヲ
聴
キ
給
ハ
ン
コ
ト
ヲ
広
義
門
院
ニ
請
フ
。
是

日
、
女
院
、
皇
子
ノ
践
祚
ヲ
聴
シ
給
フ
」
と
す
る
よ
う
に
（
史
料
の
表

記
は
「
武
家
」
と
あ
る
の
み
）、
尊
氏
・
義
詮
の
間
で
連
絡
は
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
が
、
実
際
の
交
渉
は
義
詮
が
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
続
本

朝
通
鑑
』
が
『
二
条
殿
秘
説
』
に
拠
り
な
が
ら
、『
秘
説
』
の
「
尊
氏

モ
案
シ
煩
レ
ケ
ル
ト
キ
」
を
採
ら
ず
、「
義
詮
の
推
挙
に
依
て
」
と
改

め
た
の
は
そ
の
故
で
あ
ろ
う
。『
中
古
日
本
治
乱
記
』（
2
）
の
「
義
詮
」

は
『
続
本
朝
通
鑑
』
の
影
響
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
な
編
年
記
事
を
積
み

重
ね
て
い
る
『
続
本
朝
通
鑑
』
と
異
な
り
、『
中
古
日
本
治
乱
記
』
が

独
自
に
考
証
を
加
え
、
こ
こ
に
義
詮
の
名
を
挙
げ
る
必
然
性
は
低
い
。

『
本
朝
通
鑑
』
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
当
該
項
目
は
飯
田

瑞
穂
の
執
筆
）
を
摘
記
す
れ
ば
〈
徳
川
家
光
の
命
を
受
け
た
林
羅
山
の

後
を
鵞
峰
が
継
ぎ
、
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
一
〇
月
に
全
部
の
編

修
・
清
書
を
完
了
。
幕
府
に
献
じ
ら
れ
た
中
書
本
と
清
書
本
と
二
部
が

内
閣
文
庫
に
現
存
し
、
そ
の
転
写
本
も
流
布
す
る
〉、
と
い
う
。『
中
古

日
本
治
乱
記
』
の
編
者
が
『
本
朝
通
鑑
』（
続
編
も
含
む
）
の
編
纂
に
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関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
類
い
の
想
定
を
す
れ
ば
別
で
あ
る
が
、『
中
古

日
本
治
乱
記
』
の
成
立
は
、
鵞
峰
が
『
二
条
殿
秘
説
』
を
書
写
し
た
寛

永
二
〇
年
は
も
と
よ
り
、『
本
朝
通
鑑
』
の
成
っ
た
寛
文
一
〇
年
よ
り

降
る
、
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、『
本
朝
通
鑑
』
の

転
写
本
を
披
見
し
た
と
考
え
れ
ば
、『
後
太
平
記
』
刊
年
の
延
宝
五
年

（
一
六
七
七
）
を
も
降
る
可
能
性
も
充
分
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

三
、二
つ
の
法
令

別
の
側
面
か
ら『
中
古
日
本
治
乱
記
』の
生
成
過
程
を
検
討
す
る
。『
理

尽
鈔
』
と
『
中
古
日
本
治
乱
記
』『
後
太
平
記
』
三
書
の
関
係
を
考
え

る
上
で
以
下
の
箇
所
が
注
目
さ
れ
る
。

〈
対
照
表
1
〉

〔　

〕
内
は
各
作
品
の
該
当
箇
所
。『
後
太
平
記
』『
中
古
日
本

治
乱
記
』
は
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
巻
を
漢
数
字
で
、
巻
の
中
の

章
段
の
順
番
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
、
同
一
章
段
中
の
順
序
は
、

「
一
4
の
1
」（
巻
一
第
4
章
段
の
1
）
の
よ
う
に
表
示
す
る
。

   

理
尽
鈔
巻
四
〇

   

後
太
平
記

中
古
日
本
治
乱
記

①
将
軍
義
詮
病
悩
。
頼
之
を
執

事
・
武
蔵
守
と
す
る

〔
9
ウ
〜
11
オ
〕

①
〔
一
4
の
2
〕
①
〔
一
3
の
1
〕

②
頼
之
就
任
は
鎌
倉
の
基
氏
の

説
得
ゆ
え  　
　

 

〔
11
オ
・
ウ
〕

③
頼
之
、
諸
大
名
へ
の
課
役
を

軽
減
。　
　
　
〔
12
オ
〜
15
ウ
〕

④
義
詮
死
去　
〔
15
ウ
〜
16
ウ
〕

⑤
頼
之
、
教
因
と
近
藤
盛
政
を

新
将
軍
義
満
の
学
の
師
に
抜
擢
。

　

          〔
16
ウ
〜
24
オ
〕

⑥
Ａ
頼
之
「
内
ノ
法
」
三
条
発

令
「
貞
治
七
年
二
月
二
日
武
蔵

守
判
在
リ
」    

〔
24
オ
〜
26
オ
〕

⑦
教
因
・
近
藤
を
介
し
て
、
義

満
が
須
賀
九
郎
・
山
口
兵
庫
助

処
刑
を
頼
之
に
命
じ
る
よ
う
計

る
。
頼
之
、
須
賀
・
山
口
を
諫

め
、助
命
。    〔
26
オ
〜
29
ウ
〕

②
〔
一
4
の
1
〕

③
〔
四
2
の
2
〕 

④
〔
一
3
〕

⑤
〔
四
3
〕

⑥
Ｂ
「
御
制
法
三

箇
条
」「
応
安
元

年
二
月
二
日
武
蔵

守
」〔
一
4
の
3
〕

■
（
ナ
シ
）

②
〔
一
3
の
2
〕

              

■
（
ナ
シ
）      

              

④
〔
一
3
の
3
〕

【
後
光
厳
践
祚
】

　
〔
一
3
の
4
〕

⑥
Ｂ
「
御
制
法
三

箇
条
」「
応
安
元

年
二
月
二
日
奉
行
」  

　

  〔
一
3
の
5
〕

⑤
〔
一
14
の
1
〕

              
              

⑥
Ａ
「
内
之
法
」

三
条
「
貞
治
七
年

二
月
二
日
武
蔵
守

在
判
」〔
一
14
の
2
〕

⑦
〔
一
14
の
3
〕
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⑧
頼
之
、
侫
坊
六
人
を
用
い
て

将
軍
周
辺
の
侫
奸
を
禁
じ
る
。

　
　
〔
29
ウ
〜
30
ウ
〕

⑨
頼
之
、
諸
国
の
所
領
の
帰
属

を
正
し
、
無
欲
に
政
道
執
行
。

　
　
〔
30
ウ
〜
32
オ
〕

⑧
〔
一
5
〕

⑨
〔
四
2
の
1
〕

⑧
〔
一
14
の
4
〕

              
              

⑨
〔
一
15
〕

注
目
し
た
い
の
は
、
執
事
と
な
っ
た
頼
之
が
発
令
し
た
と
い
う
法
令

で
あ
る
。（
注
2
）

⑥
Ａ
「
内
ノ
法
」
三
条
は
「
貞
治
七
年
二
月
二
日
」、
⑥
Ｂ
「
御
制

法
三
箇
条
」
は
「
応
安
元
年
二
月
二
日
」
の
発
令
と
な
っ
て
い
る
。
貞

治
七
年
二
月
一
八
日
に
応
安
と
改
元
さ
れ
て
い
る
か
ら
、Ａ
Ｂ
は
同
日
。

内
容
的
に
も
、
貞
治
六
年
一
二
月
に
実
際
に
発
令
し
た
禁
制
が
倹
約
に

関
わ
る
具
体
的
な
条
項
で
あ
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
Ａ
Ｂ
は
い
ず
れ
も
抽

象
的
な
心
構
え
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
と
に
Ｂ
の
第
三
条
は
Ａ
を

要
約
し
た
も
の
と
い
え
る
。
Ａ
Ｂ
の
共
通
性
は
高
い
。

こ
の
二
つ
の
法
令
と
三
書
の
関
係
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

理
尽
：
⑥
Ａ
↓
後
太
：
⑥
Ｂ
に
改
変
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
中
古
：
⑥
Ａ
・
⑥
Ｂ
と
も
に
摂
取
。

理
尽
：
⑥
Ａ
↓
中
古
：
⑥
Ａ
に
加
え
、
⑥
Ｂ
を
作
成
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
後
太
：
⑥
Ａ
を
削
除
し
、
⑥
Ｂ
に
置
換
。

後
者
の
場
合
、『
中
古
日
本
治
乱
記
』
編
者
は
、
同
年
月
日
の
同
種

記
事
で
、
改
元
前
と
後
の
年
号
を
併
存
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点

か
ら
も
、『
中
古
日
本
治
乱
記
』
が
『
理
尽
鈔
』『
後
太
平
記
』
を
と
も

に
参
照
し
、
⑥
Ａ
、
⑥
Ｂ
の
奇
妙
な
共
通
性
に
気
づ
か
ず
、
あ
る
い
は

気
づ
い
た
と
し
て
も
別
個
の
も
の
と
判
断
し
、
二
つ
な
が
ら
取
り
込
ん

だ
と
み
な
す
の
が
自
然
な
想
定
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
⑥
Ａ
は
、『
理
尽
鈔
』
の
こ
れ
ま
で
の
記
載
内
容
（
と

り
わ
け
侫
奸
の
議
論
）、
表
現
（
第
一
条
の
「
無
道
至
極
セ
リ
」
は
頻

用
さ
れ
る
）
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
〝『
理
尽
鈔
』

が
巻
四
〇
「
依
拠
資
料
」（
中
古
日
本
治
乱
記
）
の
文
体
・
内
容
を
そ

れ
以
前
の
巻
の
著
述
に
ま
ん
べ
ん
な
く
敷
衍
し
た
〞
と
い
う
類
の
想
定

は
不
必
要
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

⑥
Ａ
〔
理
尽
鈔
巻
四
〇
24
オ
〜
26
オ
。
形
式
を
整
え
、
漢
文
部
分
は
訓

み
下
し
た
。
中
古
日
本
治
乱
記
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、《　

》で
括
っ
た
、

理
尽
鈔
が
傍
記
す
る
口
伝
書
き
は
存
在
し
な
い
〕

又
、頼
之
、内
ノ
法
ト
号
シ
テ
掟
ヲ
出
レ
シ
条
数
有
リ
。
其
掟
ニ
云
ク
、

一
、
御
近
衆
ノ
人
々
、
賤
モ
奸
心
ヲ
以
テ
、
仰
ニ
随
ハ
ン
ガ
為
ニ
、
不

善
ヲ
以
テ
善
ナ
リ
ト
言
上
ス
ル
事
大
ナ
ル
曲
事
ナ
リ
。
又
、
当
座
賞

ヲ
貪
ラ
ン
為
ニ
邪
曲
・
徒
ラ
事
ヲ
申
進
ム
ル
事
無
道
至
極
セ
リ
。
傍

輩
ニ
於
テ
ハ
、
他
ヲ
悪
道
ニ
引イ
ン
ニ
ウ入
ス
ル
族
、
公
儀
ニ
於
テ
ハ
大
奸
不

忠
ノ
人
也
。
隠
謀
ノ
大
罪
ニ
同
ゼ
ン
物
カ
。
且
ハ
天
下
ヲ
乱
ス
ノ
端

也
。
且
ハ
幼
君
ノ
怨
敵
也
。
何
事
カ
此
ニ
然
（
し
か
ん
）ヤ
。
諫
ム
ベ
キ
ヲ
諫
メ

ザ
ル
ハ
猶
尸シ

イ位
也
。
益マ

シ
テ
同
ゼ
ン
ヲ
ヤ
。
況
ン
ヤ
邪
ヨ
コ
シ
マノ
徒
事
ヲ
進

メ
奉
ラ
ン
ヲ
ヤ
。
堅
ク
是
ヲ
禁
ズ
ベ
シ
。
自
今
以
後
是
如
ノ
族
在
バ
、
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早
ク
親
疎
ニ
依
ラ
ズ
、見
聞
次
第
ニ
侍
所
ニ
訴
フ
ベ
シ
。
最
大
忠
也
。

其
ノ
賞
何
ゾ
浅
カ
ラ
ン
ヤ
。
并
ニ
彼
奸
人
ニ
於
テ
ハ
軽
重
ニ
依
テ
先

代
ノ
法
ニ
任
セ
テ
罰
ラ
ル
ベ
キ
ノ
事
。

一
、
私
ノ
遺
恨
ヲ
達
セ
ン
為
ニ
、
公
儀
ヲ
借
、
毛
ヲ
吹
イ
テ
疵
ヲ
求
メ
、

言コ
ト
バヲ
巧
ミ
ニ
シ
テ
、
密
カ
ニ
幼
君
ニ
訴
ヘ
奉
ル
ノ
事
、
兼
テ
ハ
又
一

身
ヲ
立
ン
ガ
為
、
他
ノ
難
非
ヲ
顕
ハ
ス
事
。
付
リ
、
幼
君
ノ
仰
ニ
随

テ
善
カ
ラ
ザ
ル
人
ヲ
善
也
ト
言
上
仕シ

、
善
ナ
ル
人
ヲ
不
善
ト
仕
、
大

善
ヲ
隠
シ
テ
小
悪
ヲ
言
上
仕
、
大
悪
ヲ
隠
シ
テ
小
善
ヲ
言
上
ス
。

加シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
之
（
中
古
・
蓬
左
：
如
此
。
中
之
島
「
如
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
之
ズ
」、
国
会
・
京

大
「
加
之
」）
上
部
ニ
ハ
巧
ミ
テ
和ク
ワ

ト
愛ア
イ

ト
直チ
ヨ
クト
ヲ
偽
リ
、
内
ニ
ハ

貧
ト
欲
ト
ノ
深
ヲ
隠
ス
。
小
侫
ハ
小
災
発ヲ
コ

リ
、大
侫
ハ
大
災
発ハ
ツ

セ
リ
。

幼
君
邪
路
ノ
大
穴
ニ
堕
ト
シ
入
レ
奉
ル
ノ
大
禍
在（
ア
リ
）。
政
道
ノ
邪
魔
タ

リ
。
又
ハ
天
下
大
乱
ノ
端
、
国
ヲ
亡
ボ
ス
ノ
根
也
。
此
ヲ
侫ネ
イ
ジ
ン人
ト
云

フ
ナ
ル
ベ
シ
。
是
ノ
如
キ
ノ
人
、
是
又
隠
謀
ノ
大
罪
ニ
同
ゼ
ン
カ
。

此
ヲ
見
聞
シ
テ
侍
所
ニ
訴
ル
者
ノ
大
忠
タ
ル
ベ
シ
。《
私
云
将
ノ
悪

ヲ
大
ト
云
フ
ゾ
》
将
又
彼
ノ
侫
人
ニ
於
テ
ハ
大
ニ
罪
ス
ベ
シ
。
小
奸

小
侫
ヲ
モ
閣サ
シ
ヲク
事
ナ
カ
レ
。
小
悪
ヲ
禁
ゼ
ザ
レ
バ
大
悪
発
リ
、
小
善

ヲ
賞
セ
ザ
レ
バ
大
善
滅
ス
ト
。御
近
習
ノ
人
々
此
ノ
旨
ヲ
存
ベ
キ
事
。

一
、
私
用
ヲ
専
ト
仕
、
遊
楽
ヲ
事
ト
シ
、
又
ハ
人
ノ
為
ニ
謀
リ
テ
忠
ア

ラ
ザ
ラ
ン
ヤ
ト
云
テ
、
傍
輩
ノ
用
ヲ
重
ク
シ
、
奉
公
ノ
行
ヲ
怠
ル
事

大
ナ
ル
僻
ヒ
ガ
ゴ
トナ
リ
。
凡
ソ
諸
文
ヲ
学
シ
、
諸
芸
ニ
達
セ
ン
ト
ス
ル
事
其

ノ
用
何
事
ゾ
ヤ
。
其
ノ
職
ニ
居
シ
テ
其
ノ
行
ヲ
ヨ
ク
成
シ
ナ
ン
ト
ス

ル
ニ
有
リ
。
行
ニ
学
ノ
徳
用
ナ
ク
、
芸
ノ
用
ナ
ク
ン
バ
何
ニ
カ
ハ
セ

ン
。
益
シ
テ
行
ニ
怠
リ
有
ラ
ン
ヲ
ヤ
。
公
ヲ
立
テ
私
ヲ
次
ニ
ス
ル
ハ

古
ヘ
ノ
道
也
。公
ヲ
背
テ
私
ヲ
立
ル
ハ
無
道
ナ
リ
。《
私
云
口
伝
ア
リ
。

一
身
ノ
事
専
ト
ス
レ
バ
諸
人
皆
然
也
。
即
国
乱
生
ズ
》
国
乱
ノ
根
ナ

レ
ハ
也
。
益
シ
テ
遊
楽
ヲ
専
ト
シ
テ
職
ノ
行
ヲ
次
ニ
セ
ン
者
ノ
国
賊

也
。
何
ン
ゾ
公
ノ
大
恩
ヲ
受
ケ
テ
其
行
怠
ラ
ン
ヤ
。
又
公（
中
古
：
君
）

ノ
恩
ヲ
報
ジ
、
忠
ヲ
成
ス
事
、
父
母
ニ
替
ハ
ル
ハ
古
ノ
道
也
。
益
シ

テ
傍
輩
ヲ
ヤ
。
人
為タ

ル
者
誰
カ
此
ノ
理
ヲ
知
ラ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
知
ナ
カ

ラ
角
ア
ラ
ン
者
ノ
侈ヲ
ゴ

リ
ノ
頂チ
ヤ
ウト
ス
ル
物
也
。
私
ニ
（
中
古
：
私
ヲ
宗

ト
シ
テ
）
傍
輩
ニ
主
ノ
恩
ヲ
忘
ル
ル
ハ
侈
リ
ノ
成
ス
所
也
。
又
身
ニ

文
才
、
芸
ノ
功
ナ
ク
忠
ナ
フ
シ
テ
大
職
ヲ
望
ミ
大
国
ヲ
領
セ
ン
事
ヲ

思
フ
。
此
過
分
ノ
奢シ
ヤ
イ侈
也
。
諸
人
ヲ
悩ナ
ウ
ラ
ン乱
セ
シ
ム
ル
ノ
端
也
。
天
下

ノ
大
乱
ノ
根
也
。《
私
云
、
口
伝
ア
リ
。
古
ノ
道
捨
ノ
心
ゾ
》
幼
君

ノ
威
ヲ
破
リ
、
御
家
ヲ
亡
ス
ノ
逆
臣
也
。
不
忠
無
道
ニ
シ
テ
恩
ヲ
知

ズ
。
其
ノ
大
罪
一
ニ
非
ズ
。
是
如
ノ
人
其
ノ
罰
重
カ
ル
ベ
シ
。
此
ヲ

見
聞
シ
テ
侍
所
ニ
訴
フ
ル
者
ハ
大
忠
タ
リ
。
貴
賎
上
下
ニ
ヨ
ラ
ズ
恩

賞
最
モ
深
カ
ル
ベ
シ
。
亡
失
ス
ル
事
ナ
カ
レ
。
付
タ
リ
、
位
無
シ
テ

威
貴
ク
身
ヲ
厳カ
ザ

リ
、
バ
サ
ラ
ヲ
好
ミ
、
是
又
過ク
ハ
シ
ヤ奢
ト
慢マ
ン

ト
也
。
大
ニ

此
ヲ
禁
ズ
ベ
キ
事
。

右
ノ
条
々
堅
ク
〝
申
定
メ
終ヲ
ハ

ン
ヌ
〞（
中
古
：
相
守
ベ
シ
）。
若
違

犯
ノ
輩
、
之
在
ル
ニ
於
テ
ハ
貴
賤
ヲ
論
ゼ
ズ
、
罪
禍
、
法
ニ
順
ズ

ベ
キ
者
也
。
仍
テ
掟
件
ノ
如
シ
。

　
　

貞
治
七
年
二
月
二
日　
　

武
蔵
守
判
在
リ
。
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⑥
Ｂ
〔『
後
太
平
記
』
版
本
巻
一
8
ウ
・
9
オ
。
中
古
日
本
治
乱
記
は

末
尾
の
「
武
蔵
守
」
を
「
奉
行
」
と
す
る
他
は
、
こ
れ
に
一
致
〕

　
　

御
制
法
三
箇
条

一
、
当
時
乱
世
之
費ツ
イ
ヘニ
乗
ジ
、
貴
賎
皆
利
欲
ヲ
事
ト
ス
。
甚
ダ
以
テ
無

道
也
。
蓋
シ
利
用
之
物
外
ニ
懸
ケ
、
嗜キ
ヨ
ク慾
之
情
内
ニ
動
ク
。
茲
ニ
因

テ
四
夷
悉
ク
貪
タ
ン
キ
ヤ
ウ競
之
行
ニ
進
ミ
、
数
シ
バ
シ
バ

奸カ
ン
タ
ウ盜
ヲ
為ナ

ス
者
多
シ
。
或
ハ

其
功
業
ヲ
去ス

テ
テ
、
忠
烈
ヲ
失
フ
党
ト
モ
ガ
ラ

者
、
是
則
チ
国
賊
也
。
自
今

以
後
堅
ク
乱
妨
ヲ
停
止
ス
ベ
キ
事
。

一
、
諸
侯
并
ニ
近
習
外
樣
之
党
、
政
道
ヲ
軽カ
ロ

ン
ジ
、
禁
法
ヲ
犯
ス
者
、

其
罪
甚
ダ
以
テ
軽
カ
ラ
ズ
。
速
（
ス
ミ
ヤ
カ
）ニ
厳
科
ニ
処
ス
ベ
キ
事
。

一
、
貴
賎
各
侫ネ
イ
ビ媚
ヲ
以
テ
、
公
儀
ヲ
諂ヘ
ツ

ラ
ヒ
、
讒
訴
ヲ
構
ヘ
テ
、
公
ニ

事ツ
カ
フ
マ
ツル
コ
ト
、
尤
モ
以
テ
非ヒ

ギ義
之
至
、
且
ハ
乱
ヲ
招
ク
基
モ
ト
イ

也
。
転
ウ
タ
タ

之

ヲ
慎
シ
ム
ベ
キ
事
。

　
　
　

右
条
々
堅
ク
相
守
ル
ベ
キ
者
也
。

　
　
　
　

応
安
元
年
二
月
二
日　
　

武
蔵
守

⑥
Ａ
は
「
内
ノ
法
」
と
は
い
え
、各
条
が
条
文
と
し
て
は
長
す
ぎ
る
。

『
後
太
平
記
』
が
⑥
Ｂ
に
改
め
た
の
は
、
制
法
と
し
て
の
体
裁
を
考
え

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

四
、
頼
之
執
事
就
任
と
在
京
の
大
小
名

前
掲
表
②
に
相
当
す
る
記
事
。『
理
尽
鈔
』
は
、
鎌
倉
の
基
氏
が
頼

之
を
執
事
に
推
挙
し
た
が
、
頼
之
は
固
辞
し
て
い
た
。
し
か
し
、
義
詮

の
病
状
が
進
み
、
諸
大
名
の
訴
え
に
よ
り
、
頼
之
が
執
事
に
定
ま
る
。

将
軍
病
悩
ノ
急
ナ
ル
ニ
仍
テ
、
佐
々
木
崇
永
ト
土
岐
・
山
名
父
子
・

武
田
・
赤
松
・
大
内
等
ニ
至
ル
マ
デ
、「
此
人
ニ
非
ズ
ン
バ
、
其

功
ヲ
立
テ
難
シ
」
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
之
ニ
依
テ
将
軍
モ
角
ハ
カ
ラ
ヒ

給
テ
ゲ
リ
。（
四
〇
12
オ
）

こ
れ
を
『
後
太
平
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
太
字
は
『
理
尽
鈔
』

と
共
通
す
る
人
名
。

中
ニ
モ
大
内
修
理
大
夫
弘ヒ
ロ
ヨ世
、
佐
々
木
治
部
太
輔
高タ
カ
ヒ
デ秀
、
同
判
官

入
道
崇ソ
ウ
ヱ
イ永
、
赤
松
太
夫
判
官
光ミ
ツ
ノ
リ範
、
一
色
左
京
太
夫
詮ア
キ

範
、
土ト

キ岐

大
膳
大
夫
入
道
善
忠チ
ウ

、
山
名
伊
豆
守
時
氏
、
其
外
仁
木キ

、
武
田
ヲ

初
ト
シ
テ
各
諫
文
ヲ
捧
ゲ
、
細
川
右
馬
頭
頼
之
ヲ
以
テ
執
事
補
任

ノ
諫
急シ
キ
リ

也
。
茲コ
レ

ニ
因
テ
四
国
ニ
急
使
ヲ
下
サ
レ
ケ
ル
。
頼
之
、

早
速
京
著
坐ヲ
ハ

シ
ケ
ル
。（
一
7
オ
）

 

『
中
古
日
本
治
乱
記
』
の
頼
之
就
任
の
経
緯
は
、
上
記
二
書
と
は
少

し
異
な
る
。
列
記
の
武
士
達
（
論
述
上
、
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
に
分
か
つ
）
は
義
詮

に
招
集
さ
れ
た
の
で
あ
り
、頼
之
推
挙
の
面
々
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

…
今
度
御
不
与
ノ
コ
ト
ニ
依
テ
、
急
ニ
頼
之
ヲ
召
上
セ
玉
ヒ
、
其

頃
在
京
ノ
大
小
名
ヲ
御
所
ニ
召
集
ラ
レ
、
頼
之
ヲ
執
事
ニ
補
セ
ラ

ル
事
ヲ
直
ニ
仰
渡
サ
レ
ケ
リ
。
其
時
出
仕
ノ
大
名
ニ
ハ
、

〈
Ⅰ
〉
大
内
修
理
大
夫
弘
世
、
佐
々
木
治
部
太
輔
高
秀
、
同
判
官

入
道
崇
永
、
赤
松
太
夫
判
官
光
範
、
一
色
左
京
太
夫
詮
範
、
土
岐

大
膳
大
夫
入
道
善
忠
、
山
名
伊
豆
守
時
氏
、
仁
木
左
京
大
夫
義
長
、
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〈
Ⅱ
〉
畠
山
尾
張
守
義
深
、
斯
波
治
部
太
輔
義
重
、
土
岐
直
氏
、

安
東
信
濃
守
高
基
、
曽
我
美
濃
守
氏
祐
、
佐
々
木
四
郎
左
衛
門
尉

師
政
、
八
代
新
蔵
人
師
国
、
①
小
串
二
郎
左
衛
門
尉
清
永
、
⑤
毛

利
小
太
郎
元
春
、
⑥
三
好
信
濃
守
時
政
、
⑦
本
郷
左
近
将
監
詮
泰
、

②
宮
下
野
守
時
正
、
③
小
早
川
美
濃
守
貞
平
、
④
海
老
名
七
郎
左

衛
門
尉
詮
秀
、
⑧
伊
原
小
四
郎
元
信
、
青
木
因
幡
守
時
親
、
永
井

宮
内
少
輔
貞
秀
、
左
沢
伊
予
守
満
広
、
水
谷
左
衛
門
尉
秀
有
、
兼

常
讃
岐
守
治
朝
、
高
野
伊
賀
守
知
貞
、
完
戸
五
郎
家
平
、

※
八
五
巻
本
も
含
め
、
他
本
は
①
〜
⑧
の
順
。
こ
ち
ら
が
、

後
述
の
『
後
太
平
記
』
巻
二
の
掲
出
順
に
一
致
す
る
。

〈
Ⅲ
〉
畠
山
右
衛
門
佐
基
国
、
山
名
左
衛
門
佐
師
義
、
舎
弟
民
部

少
輔
氏
清
、
同
伊
予
守
時
義
、
細
川
頼
之
、
同
頼
元
等
伺
候
シ
、

敬
テ
仰
ヲ
承
リ
退
出
ス
。

こ
の
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
の
記
事
に
は
不
審
点
が
多
い
。

○
頼
之
を
執
事
補
任
を
言
い
渡
す
記
事
の
末
尾
に
、
頼
之
の
名
を
挙
げ

る
こ
と
。

○
同
族
の
表
示
が
分
散
し
て
い
る
こ
と
。
佐
々
木（
Ⅰ
・
Ⅱ
）、土
岐（
Ⅰ
・

Ⅱ
）、
畠
山
（
Ⅱ
・
Ⅲ
）、
山
名
（
Ⅰ
・
Ⅲ
）。
後
掲
の
『
後
太
平
記
』

Ⅱ
記
事
に
も
分
散
は
あ
る
が
、
行
事
の
際
の
守
備
位
置
の
相
違
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。

○
『
理
尽
鈔
』『
後
太
平
記
』
に
共
通
す
る
「
武
田
」
の
名
が
、
か
く

も
多
数
の
人
名
列
挙
の
中
に
見
え
な
い
こ
と
。

○
〈
Ⅰ
〉〈
Ⅱ
〉〈
Ⅲ
〉
は
、
左
に
示
す
『
後
太
平
記
』
の
三
箇
所
の
記

事
に
登
場
す
る
人
名
列
挙
と
一
致
度
が
高
い
こ
と
。

【
Ⅰ
】『
後
太
平
記
』
上
記
引
用
箇
所
（
巻
一
「
細
川
右
馬
頭
頼
之
執

事
職
之
事
附
御
制
法
三
箇
条
」。
版
本
巻
一
7
オ
）。

【
Ⅱ
】『
後
太
平
記
』
巻
二
「
五
星
出
現
之
事
付
慶
賀
星
供
之
事
」

（
版
本
巻
二
2
オ
・
ウ
。
傍
線
は
Ⅰ
に
既
出
。
網
掛
部
分
が
Ⅱ

と
共
通
）

…
殿デ
ン

ヲ
阻ヘ
ダ

テ
伺
候
ノ
大
名
ニ
ハ
、
執
事
細
川
武
蔵
守
頼
之
、
畠

山
尾
張
守
義
深
、
斯
波
治
部
太
輔
義
重
、
山
名
伊
豆
守
時
氏
、

佐
々
木
佐
渡
入
道
道
誉
、
仁
木
左
京
太
夫
義
長
、
赤
松
筑
前

守
光
範
、（
中
略
）
列
座
ア
リ
。
殿
外
ノ
警
衛
ニ
ハ
、
佐
々
木

治
部
太
輔
高
秀
、
土
岐
直
氏
、
殿
前
ノ
白
洲
ニ
ハ
、
安
東
信

濃
守
高
泰
、
曽
我
美
濃
守
氏
助
、
佐
々
木
四
郎
左
衛
門
尉
師
政
、

八ヤ
シ
ロ代
新
蔵
人
師
国
、
①
小
串
二
郎
左
衛
門
尉
清
永
、
②
宮
下

野
守
時
正
、
③
小
早
川
美
濃
守
貞
平
、
④
海ヱ

ビ

ナ
老
名
七
郎
左
衛

門
尉
詮
季
、
⑤
毛
利
小
太
郎
元
春
、
本
間
左
衛
門
太
郎
義
景
、

⑥
三
好
信
濃
守
時
政
、
彦
部
新
左
衛
門
尉
秀
光
、
⑦
本
郷
左

近
将
監
詮
泰
、
⑧
伊
原
小
四
郎
元
信
、
青
木
因
幡
守
時
親
、
永

井
宮
内
少
輔
貞
秀
、
左
沢
伊
予
守
満
広
、
水ミ
ヅ
ノ
ヤ谷
左
衛
門
尉
秀
有
、

兼カ
ネ
ツ
ネ常
讃
岐
守
治
朝
、
高
野
伊
賀
守
知
貞
、
完シ
シ
ド戸
五
郎
家
平
、
皆

一
様
ニ
白
地
ノ
直
垂
ニ
（
後
略
）

【
Ⅲ
】『
後
太
平
記
』
巻
二
「
官
軍
退
治
之
評
定
付
蜀
劉
備
之
事
」

（
版
本
巻
二
9
ウ
。
傍
線
は
Ⅰ
既
出
、
網
掛
は
Ⅱ
既
出
。
波
線
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は
Ⅲ
と
共
通
）

…
召
ニ
依
テ
出
仕
ノ
大
名
ニ
ハ
、
執
事
細
川
武
蔵
守
頼
之
、
同

猶
子
右
馬
頭
頼
元
、
畠
山
尾
張
守
義
深
、
同
右
衛
門
佐
基
国
、

山
名
左
衛
門
佐
師
義
、
同
舎
弟
民
部
少
輔
氏
清
、
同
伊
予
守

時
義
、
仁
木
左
京
大
夫
義
長
、
赤
松
大
夫
判
官
光
範
、
佐
々

木
佐
渡
入
道
々
誉
、
同
治
部
太
輔
高
秀
、
土
岐
大
膳
大
夫
入

道
善
忠
、
各
二
条
ノ
御
所
ニ
馳
集
リ
、
官
軍
退
治
ノ
評
定
区
々

ニ
議
セ
ラ
レ
ケ
ル
。

仮
に
『
後
太
平
記
』
が
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
を
参
照
し
た
と
す
る

場
合
、
頼
之
執
事
就
任
記
事
で
は
〈
Ⅰ
〉
部
分
の
み
で
引
用
を
終
え
、

し
か
も
、「
仁
木
」
は
名
字
の
掲
出
に
留
め
、「
武
田
」
を
『
理
尽
鈔
』

か
ら
補
っ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
ま
り
に
も
不
自
然
な
想
定
で
あ
る
。

さ
ら
に
、巻
二
の
慶
賀
星
供
記
事
に
は
〈
Ⅱ
〉
部
分
を
利
用
し
、〈
Ⅰ
〉

と
共
通
す
る
人
名
の
他
、『
中
古
日
本
治
乱
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
佐
々

木
佐
渡
入
道
道
誉
、
本
間
左
衛
門
太
郎
義
景
、
彦
部
新
左
衛
門
尉
秀
光

の
名
を
間
に
織
り
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
新
た
に
挿
入
し
た
人
名
は
別

種
資
料
に
拠
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
の
人

名
列
挙
を
参
照
す
る
必
要
は
無
い
。
適
宜
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
措
置
を
す
る
意
図
が
わ
か
ら
な
い
。

『
理
尽
鈔
』
に
拠
り
つ
つ
、
一
部
を
補
っ
た
『
後
太
平
記
』
の
記
事

を
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
が
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
『
後
太
平
記
』
の
別

の
人
名
列
挙
箇
所
か
ら
補
っ
た
。〈
Ⅰ
〉〈
Ⅱ
〉〈
Ⅲ
〉
に
同
族
が
分
散

し
て
い
る
の
は
、『
後
太
平
記
』
の
三
箇
所
の
人
名
を
重
複
者
を
省
き

つ
つ
、
そ
の
ま
ま
継
ぎ
合
わ
せ
た
結
果
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
武
田
」

を
省
い
た
の
は
、三
箇
所
と
も
に
武
田
の
官
職
・
名
前
の
表
示
が
無
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。

前
節
と
併
せ
、『
中
古
日
本
治
乱
記
』
が
『
後
太
平
記
』
を
参
照
し

て
い
る
こ
と
は
確
実
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　

五
、
正
儀
降
参
説

〈
対
照
表
2
〉
※
凡
例
は
〈
対
照
表
1
〉
に
同
じ
。

　

理
尽
鈔

　

後
太
平
記　

中
古
日
本
治
乱
記

①
頼
之
、
頭
要
斉
を
遣
わ

し
、
武
家
合
体
を
勧
め
る
。

正
儀
、
乗
り
気
の
和
田
・

恩
地
ら
を
諫
め
、
拒
絶
。

〔
三
九
18
オ
〜
22
オ
〕

■
（
ナ
シ
）

Ａ
．
正
儀
、

芳
野
参
内　

〔
一
6
〕 （

※
正
儀
が
和
田
・
恩
地
ら

を
諫
め
た
こ
と
は
、 〔
二
2
〕

正
儀
降
参
記
事
に
言
及
あ
り
）

Ａ
．
恩
地
ら
の
進
言
に
、

正
儀
参
内　

  〔
一
6
の
1
〕                       

Ｂ
．
正
儀
直
ち
に
は
動
か

ず
。
投
降
を
決
意
す
る
も

披
露
せ
ず     〔
一
6
の
2
〕
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②
頼
之
、
河
内
発
向
。
矢

尾
を
落
と
し
、
山
名
を
河

内
に
留
め
る
。

〔
四
〇
32
オ
〜
34
オ
〕

③
楠
ト
山
名
ト
数
年
戦
ヒ

ケ
ル
ガ
、

Ｃ
．
正
儀
、

河
内
に
挙
兵

〔
一
7
〕

②
〔
三
2
〕

　

  〔
三
3
〕

③
1
正
儀
千

剣
破
合
戦

〔
三
4
〕

③
2
正
儀
千

剣
破
合
戦
。

正
成
壁
書
を

読
む

〔
七
4
〜
6
〕

Ｃ
．〔
一
7
〕          

                      
                      

②
〔
一
9
〕            

     〔
一
10
の
1
〕        

                      
                      

③
1
〔
一
10
の
2
〕      

                      
                      

Ｄ
．
正
儀
、
諫
め
を
聞
か

ず
降
参
。
和
田
・
恩
地
ら
、

正
勝
・
正
元
を
取
立
て
、

宮
方
に
属
す
。
正
儀
、
上

洛
し
て
頼
之
、
義
満
と
対

面
。
正
勝
ら
に
攻
撃
さ
れ
、

頼
之
の
救
援
を
受
く〔

二
2
〕

③
2
正
勝
千
剣
破
合
戦
。

恩
地
、
正
成
壁
書
を
読
む

〔
三
2
〕                  

                      
                 

④
正
儀
病
死
ノ
後
、
楠
終

ニ
打
負
ケ
テ
ゲ
リ
。

⑤
赤
坂
ノ
城
ヲ
モ
落
ト
サ

レ
、
千
剣
破
ノ
城
一
ツ
ヲ

守
ツ
テ
ゾ
居
タ
リ
ケ
ル
。

正
儀
ガ
次
男
小
二
郎
正
勝

ト
ゾ
申
ケ
ル

⑥
正
勝
、
千
剣
破
城
を
去

る
。          〔
四
〇
46
ウ
〕

⑦
正
元
、
討
た
れ
る　
　

〔
四
〇
46
ウ
〕

④
正
儀
病
死

〔
八
2
〕

Ｅ
．
和
田
正

武
病
死　
　

〔
八
3
〕

⑤
赤
坂
落
城

〔
八
6
〕

⑥
〔
一
四
3
〕

■
（
ナ
シ
）

■
（
ナ
シ
）              

                      

Ｆ
．
和
田
正
武
、
南
都
発

向
の
京
勢
の
帰
途
を
襲
う

〔
三
3
〕

⑤
赤
坂
落
城
〔
三
9
〕         

                      
                      
                      

⑥
〔
六
2
の
1
〕        

                      

⑦
〔
六
2
の
2
〕

《
表
の
注
記
》

※
『
理
尽
鈔
』
欄

・

②
〜
⑤
は
一
連
の
記
事
で
あ
る
。

・
⑥
⑦
は
連
続
す
る
記
事
で
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。「
⑥
又
楠
正
勝

ハ
終
ニ
ハ
畠
山
ニ
打
負
テ
千
破
剣
城
ヲ
モ
落
レ
テ
、
吉
野
・
十
津

川
ノ
辺
ヲ
彼
方
・
此
方
ト
隠
レ
ケ
ル
ガ
、
数
年
ヲ
経
テ
後
、
世
モ

心
安
ク
成
リ
テ
ゲ
レ
バ
、
和
州
ノ
方
ニ
出
テ
親
キ
者
共
ヲ
頼
ン
デ

心
安
ク
一
生
ヲ
送
リ
ケ
ル
ト
ニ
ヤ
。
⑦
次
男
正
元
ハ
都
ニ
上
リ
、
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将
軍
ヲ
ネ
ラ
ヒ
奉
テ
、
間ヒ
マ

ヲ
伺
ヒ
ケ
レ
共
、
事
忽
チ
ニ
露
顕
シ
テ

郎
従
十
八
人
共
ニ
西
三
条
ニ
テ
討
レ
ニ
ケ
リ
。」

※
『
後
太
平
記
』
欄

・
Ａ
に
つ
い
て
、『『
太
平
記
秘
伝
理
尽
鈔
』
研
究
』
六
四
四
頁
に
、『
南

朝
太
平
記
』
が
『
後
太
平
記
』
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
て
、

以
下
の
よ
う
に
注
記
し
た
。

巻
一
「
楠
正
儀
参
芳
野
事
」
は
、
正
平
二
三
年
三
月
三
日
に
、

正
儀
が
芳
野
の
皇
居
に
参
じ
、
父
正
成
三
十
三
忌
に
当
た
っ

て
討
死
の
覚
悟
を
奏
上
し
た
と
こ
ろ
、
主
上
は
南
殿
に
出
御

し
、
討
死
は
忠
に
非
ず
と
制
し
た
、
と
い
う
。『
太
平
記
』
巻

二
六
「
正
行
参
吉
野
事
」
の
焼
き
直
し
で
あ
る
が
、
史
実
で

は
後
村
上
帝
は
、
同
年
三
月
一
一
日
に
住
吉
行
宮
に
て
崩
御
。

本
記
事
は
『
南
朝
太
平
記
』
巻
二
三
も
摂
取
し
て
い
る
が
、
む

ろ
ん
創
作
で
あ
る
。

※
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
欄

・
Ｂ
の
詞
章
「
其
頃
細
川
頼
之
ガ
方
ヨ
リ
和
睦
ノ
コ
ト
ヲ
通
ジ
ケ
ル

ニ
、
正
儀
頓
テ
領
掌
シ
テ
、
将
軍
方
ニ
為
ル
ベ
キ
由
ヲ
申
ナ
ガ
ラ
、

未
一
族
郎
従
ニ
披
露
セ
ザ
リ
シ
」

・
Ｄ
は
巻
二
「
楠
正
儀
降
参
附
河
州
石
川
合
戦
之
事
」

…
此
間
ニ
頼
之
、
謀
ヲ
廻
シ
、
和
睦
ノ
コ
ト
ヲ
正
儀
ガ
方
ヘ

申
送
タ
リ
シ
ニ
、
始
ノ
程
ハ
父
正
成
、
兄
正
行
ガ
遺
言
ヲ
守
リ
、

将
軍
ニ
従
ハ
ザ
リ
ケ
ル
ガ
、
次
第
々
々
ニ
勢
微
ニ
成
テ
、
力

衰
ケ
レ
バ
、「
降
参
セ
ン
」
ト
申
ケ
レ
バ
、
舎
弟
帯
刀
正
勝
・

同
二
郎
正
元
〈
割
り
注
：
一
説
ニ
ハ
此
二
人
、
正
儀
ガ
息
ナ

リ
ト
〉、
和
田
泉
守
正
武
、
恩
地
左
近
又
太
郎
、
湯
浅
権
守
、

志
賀
右
衛
八
郎
、
天
野
刑
部
丞
、
熱
川
権
太
郎
、
以
下
一
同

ニ
申
ケ
ル
ハ
（
下
略
）

と
あ
る
。
正
儀
の
動
向
に
つ
い
て
は
、『
続
本
朝
通
鑑
』
が
理
尽

鈔
①
の
記
事
を
第
一
四
四
、
貞
治
四
年
「
是
年
」
に
掲
出
し
た
上

で
、
割
り
注
で
「
按
ズ
ル
ニ
評
判
ノ
記
ス
所
此
ノ
如
シ
。
然
レ
ド

モ
後
年
正
儀
遂
ニ
降
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
則
チ
正
儀
モ

亦
此
時
既
ニ
疑
慮
有
ル
カ
。
又
按
ズ
ル
ニ
、
正
儀
降
ル
時
、
部
属

等
猶
南
朝
ニ
候
シ
、
正
儀
ヲ
攻
ム
ル
ト
キ
、
則
チ
評
判
ノ
記
ス
所
、

疑
無
キ
ニ
非
ズ
」
と
疑
念
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
四
四
、

応
安
元
年
「
頃
年
」
に
も
頼
之
の
ね
ん
ご
ろ
な
誘
い
に
、「
帰
服

之
志
」が
生
じ
た
と
記
す
。
第
一
四
五
、応
安
二
年
正
月
二
日
に
は
、

正
儀
が
帰
服
を
告
げ
、
四
月
二
日
に
は
入
洛
し
、
頼
之
・
義
満
に

謁
し
た
こ
と
、
応
安
三
年
一
一
月
に
は
、
和
田
某
ら
の
攻
撃
を
受

け
た
正
儀
を
、頼
之
が
山
名
ら
に
命
じ
て
救
援
し
た
こ
と
を
記
す
。

『
理
尽
鈔
』
及
び
そ
の
骨
格
を
受
け
継
ぐ
『
後
太
平
記
』
は
、
正
儀

が
投
降
の
誘
い
を
最
後
ま
で
退
け
た
と
記
す
。
こ
れ
に
対
し
、『
中
古

日
本
治
乱
記
』
は
、『
続
本
朝
通
鑑
』
の
記
述
を
参
観
し
て
、
正
儀
が

投
降
し
、
一
族
か
ら
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
記
す
。
正
儀

が
上
洛
し
て
頼
之
・
義
満
と
対
面
し
た
こ
と
は
『
花
営
三
代
記
』
等
に

も
記
さ
れ
て
い
る
史
実
で
あ
る
。
な
お
、
拙
著
六
二
八
頁
に

巻
三
九
で
は
、
南
朝
に
降
っ
て
い
た
大
内
・
山
名
・
仁
木
の
帰
服
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（
1
） 

『
日
本
史
小
百
科　

神
道
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
）「
平
安
期
に
入
る

と
、 

天
照
大
神
の
形
代
た
る
神
鏡
は
、
動
座
せ
ず
、
皇
位
継
承
に
際
し
て
は
、

宝
剣
と
、
鏡
に
代
わ
っ
て
神
璽
が
、
新
天
皇
に
奉
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

こ
れ
を
剣
璽
渡
御
と
い
う
。」（
一
七
八
頁
。
項
目
執
筆
者
、
伊
藤
聡
）。

（
2
） 

『
花
営
三
代
記
』（
群
書
類
従
第
二
六
輯
。
訓
み
下
す
）
に
載
る
禁
は
五
箇
条

で
あ
り
、
内
容
も
年
月
日
も
異
な
る
。

 

　
　

禁
制
条
々
。
貞
治
六
十
二

 

一
年
始
諸
人
引
出
物
、
一
向
停
止
ス
ベ
キ
事
。

 

一
所
々
雑
掌
、
倹
約
タ
ル
ベ
キ
事
。

 

一
精
好
大
口
、織
物
小
袖
、著
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
金
具
鞍
、用
フ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
。

 

一
中
間
以
下
輩
、
金
、
銀
、
梅
花
皮
等
腰
刀
、
停
止
ス
ベ
キ
事
。

 

一
同
輩
直
垂
之
絹
裏
、
絹
腰
并
烏
帽
子
懸
、
用
フ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
。

 

　

貞
治
六
年
十
二
月
廿
九
日

 

執
事
〈
六
条
万
里
小
路
〉
亭
ニ
於
テ
、自
﹇
虫
蝕
﹈
時
ニ
堅
ク
此
法
ヲ
守
ラ
レ
畢
。

 

　

な
お
、
大
日
本
史
料
第
六
編
之
二
八
に
「
頼
之
ノ
内
法
三
箇
条
等
、
後
世
ノ

作
ナ
ル
ベ
シ
ト
雖
モ
、
姑
ク
左
ニ
附
収
ス
、」
と
断
っ
て
、〔
細
川
頼
之
記
〕
と

〔
武
家
雲
箋
〕
に
載
る
三
箇
条
を
示
し
て
い
る
が
、
前
者
は
『
理
尽
鈔
』
⑥
Ａ

に
一
致
し
、
後
者
は
『
後
太
平
記
』
⑥
Ｂ
に
等
し
い
。『
細
川
頼
之
記
』
が
理

尽
鈔
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
、武
田
昌
憲
「『
細
川
頼
之
記
』
の
構
成
と
『
理

尽
鈔
』」（
茨
女
国
文
9
、一
九
九
七
・
三
）、同
「『
理
尽
鈔
』
と
『
細
川
頼
之
記
』

―
『
理
尽
鈔
』
の
影
響
―
」（
軍
記
と
語
り
物
33
、
一
九
九
七
・
三
）
が
指
摘
し

て
い
る
。

を
頼
之
の
尽
力
に
よ
る
と
し
、
楠
正
儀
に
も
投
降
を
働
き
か
け
た

と
い
う
（
正
儀
と
の
交
渉
は
『
理
尽
鈔
』
独
自
記
事
。
正
儀
が
拒

否
し
、
実
現
し
な
い
）。

と
記
し
た
が
、
舌
足
ら
ず
で
あ
っ
た
。
傍
線
部
は
「〈
対
照
表
2
〉
①

に
い
う
よ
う
な
、
正
儀
と
の
交
渉
は
『
理
尽
鈔
』
独
自
記
事
」
と
改
め

る
。問

題
は
、
記
事
Ｄ
に
お
い
て
「
舎
弟
帯
刀
正
勝
・
同
二
郎
正
元
〈
割

り
注
：
一
説
ニ
ハ
此
二
人
、正
儀
ガ
息
ナ
リ
ト
〉」
と
記
す
こ
と
で
あ
る
。

「
一
説
」
は
『
理
尽
鈔
』『
後
太
平
記
』
等
の
記
述
を
意
識
し
て
い
よ
う

が
、
正
勝
・
正
元
が
正
儀
の
弟
で
あ
れ
ば
、
二
人
は
正
成
の
子
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
系
図
の
存
在
は
疑
わ
し
い
。
お

そ
ら
く
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
は
子
ど
も
が
親
に
背
い
た
、
と
い
う
構

図
を
嫌
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　

お
わ
り
に

以
上
、標
題
に
掲
げ
た
三
書
の
関
係
を
考
え
た
。『
後
太
平
記
』が『
理

尽
鈔
』
を
参
照
し
、『
中
古
日
本
治
乱
記
』
は
『
理
尽
鈔
』
と
『
後
太

平
記
』
を
併
せ
参
照
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
中
古
日
本
治
乱
記
』

の
序
、
跋
、
再
跋
は
仮
託
で
あ
り
、
実
際
の
成
立
は
『
後
太
平
記
』
の

刊
年
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
を
降
る
。

　
　

注

（
い
ま
い
・
し
ょ
う
の
す
け　

本
学
名
誉
教
授
）


